
　

✿✿　さかもと館からのお知らせ ✿✿

　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ》　広域交流センターさかもと館　☎４５－２１４１

毎月１１日は『人権を確かめ合う日』です。

　１１月９日（木）から１１月１５日（水）までの７日間は、全国火災予防運動週間です。

　寒い時季となってきましたので、火を使う事が多くなります。火の元、火の取扱いには十分注意

され、火災予防を心がけましょう。

  《防火標語》   「 火の用心　ことばを形に　習慣に 」

 《重点目標》
　　① 住宅防火対策の推進

　　② 乾燥時及び強風時火災発生防止対策の推進

　　③ 放火火災防止対策の推進

　　④ 特定防火対象等における防火安全対策の徹底

　　⑤ 製品火災の発生防止に向けた取組の推進

　　　住宅防火 いのちを守る ７つのポイント 　－３つの習慣・４つの対策－

　★★３つの習慣★★

　　　　　　☎ ４５－２２１２ 　　　　　　　　　☎０８０－８３９３－６０７３

★★　　さかもと八竜天文台からのお知らせ　　★★

　　　　　　　　　　　　　　天文台では眠気覚ましに濃いお茶やガムを提供します。

　　　　　　　　　　　　　　暖かい服装と、毛布等をご持参ください。

　　☑国民健康保険税　　　　　８期 　　　場　所　：　坂本支所　２階会議室

　　☑介護保険料　　　　　　　８期 　　　行政相談委員　：　森上　幸久　氏

    ☑後期高齢者医療保険料　　５期
　《問い合わせ》

　　☑簡易水道使用料１１月分〈１０月使用分〉
　　　地域振興課　市民サービス係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。
　　　　　　☎ ４５－２２１２

※納付にお困りの場合は、お早めにご相談ください。
＊＊第３回坂本１００人会議開催のお知らせ＊＊※納期限が土曜日、日曜日にあたる場合は、次の月

★☆★市税等の納期について★☆★ ～行政相談のお知らせ～

　　　１１月３０日（木）納期限のものは 　　　と　き　：　平成２９年１１月２１日（火）

　　☑固定資産税　　　　　　　３期 　　　時　間　：　午前１０時～午後３時

　曜日になります。 　第３回坂本１００人会議を行います。

　　と　き　:　平成２９年１２月５日（火）

　　時　間　:　１９時～２１時

　　場　所　:　坂本コミュニティセンター大ホール

　　　　　　　　　　　　　　  八代地域の物産館が大集合します！！

　　　　　※皆さまのご来館をお待ちしております！！

　　　　　詳しくは、市報折込チラシをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ》　危機管理課　　☎３３－４１１２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域振興課　　☎４５－２２１１

　１１月１２日（日）は　「第３１回坂本ふるさとまつり」　です！
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　　　　　　　　　・退職報償金の支給（５年以上勤続）など

　　　　　皆さま、お誘い合わせのうえ、ご来場ください！！

　　 ◆ １１月１２日（日）　　八代うまいもん市　同時開催！！

　　テーマ　:　みんなで考える！究極の坂本ごはん

　《問い合わせ》

　　　坂本１００人会議実行委員会

　《問い合わせ》 　　　　【荒瀬ダム撤去に伴う地域づくり部会】

　　　地域振興課　市民サービス係 　　　　　　担当:　坂本　桃子

　　 ◆ １１月１７日（金）　しし座流星群のため、翌日午前３時まで　特別開館します。

　　　　　　　　　　　　　　東の空から流れ星が流れます。

　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ》　さかもと八竜天文台　☎４５－３４５３

　　 ◆ １２月４日（月）　　今年最大のスーパームーンです！

　　　　　　　　　　　　　　天文台の望遠鏡や双眼鏡で大きな月を体感しませんか？

　　　　　※皆さまのご来館をお待ちしております！！

　　　○開館時間　１３時～２２時　　　休館日　火曜・水曜

　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ》　さかもと温泉センタークレオン　☎４５－８８１４

❉❉　　クレオンからのお知らせ 　❉❉

　　 ◆ 温泉でリフレッシュしていただけるよう、従業員一同お待ちしております。

　　 ◆ 憩いの家も元気に営業中！！是非、ご利用ください。

　　 ◆ １１月１１日（土）・１２日（日）　恒例の“９８円市”を開催します！！

　　新鮮野菜などお買い得です♪

　　⑥ 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底

　★★４つの対策 ★★

　　○ 寝たばこは、絶対やめる。 

　　○ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

　　○ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

　　○ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

　　○ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。

　　○ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。

　　○ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

　日頃から、習慣づけ、対策を行い、自分でいのちを守りましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ》　危機管理課　　☎３３－４１１２

消防団員募集！！
　皆さん消防団をご存知でしょうか？

　消防団は「自分たちの町は自分たちで守る！」という使命感のもと、火災や風水害などへの災害

出動、火災予防広報などの防災活動を行い、市民の生命・身体・財産を守るため活躍しています。

　あなたも地域の防災リーダーとして活躍してみませんか？

※　八代市消防団では、男性・女性問わず消防団員を随時募集しています。

　　○入団資格　　八代市在住の満１８歳以上の方

　　○待　　遇　　・年報酬、出動手当などの支給

　　　　　　　　　・公務災害補償

市税等の納付には、便利で確実な

口座振替をおすすめします。

平成２９年度秋季全国火災予防運動


